
 

 

 

 

 

 

 

俣野別邸庭園が全面開園します！ 

 
 俣野別邸庭園は、戸塚区の南西端に位置する約 5.8ha（ヘクタール）の風致公園です。 

広大な敷地の中で四季折々の花木、草花が楽しめ、野草や野鳥も多い緑豊かな庭園であり、今なお、郊

外邸宅の有り様を物語る屋敷地の面影を残しており、晴天時には富士山を望むこともできます。 

このたび、外苑区の一部開園から４年の歳月を経て、内苑区部分（約 1.7ha）を含めて 29 年４月１日に

全面開園します。 

今回開園する内苑区には、かつて国の重要文化財であった建物を再建した「俣野別邸」があり、29 年２

月 10 日付で横浜市認定歴史的建造物に認定されました。 

本園は花や緑の見どころとして、「第 33 回全国都市緑化よこはまフェア」のパートナー会場にもなって

います。４月１日のオープン記念イベントをはじめ、今後様々なイベントも予定しています。 

 
◆公園の概要 

【名 称】俣野別邸庭園 

【所在地】横浜市戸塚区東俣野町 80-1 

【種 別】風致公園 

【面 積】約 5.8ha 

【交 通】戸塚駅、または藤沢駅より神奈中バス戸 81 系統で「鉄砲宿」下車、徒歩５分 

【指定管理者】公益財団法人 横浜市緑の協会 

【入園料】①園内無料 

②「俣野別邸」入館料（400 円） 

  ＊小学生以下無料であるほか、団体割引等があります。（詳細は裏面ウェブサイトを参照） 

 【開園時間】９時～17 時（俣野別邸開館時間：９時 30 分～16 時 30 分） 

【休園日】毎月第３木曜日（祝日の場合は翌平日）、12 月 29 日～１月３日 

【駐車場】あり／37 台（100 円／30 分） 
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◆俣野別邸の歴史的建造物の認定について 

 俣野別邸は、昭和前期モダニズムの影響下における、柱

や梁の木部をデザインとして見せる「ハーフティンバー・

スタイル」を基調とした和洋折衷の住宅建築を、忠実に再

建したものです。 

敷地内の樹林や庭園と一体となった歴史的景観が保全

された貴重な建物であることから、横浜市認定歴史的建造

物に認定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玄関アプローチ 

【建築年】 

当初）昭和 14(1939)年 

再建）平成 28(2016)年 

【当初設計者】 

佐藤秀三（佐藤秀工務店） 

【規模・構造】 

木造２階建 

【認定年月日】 

平成 29(2017)年２月 10 日 

 

 

 

◆オープニングイベントについて【（公財）横浜市緑の協会主催】 

開催期間：平成 29 年４月１日（土） ～ ４月９日（日） 

主な内容：             フラワーアーティストによる俣野別邸内の特別装飾 

：        建築専門家による俣野別邸の記念セミナーとピアノコンサート 

：             ピアノとソプラノボーカルによるコンサート 

【詳細はウェブサイトをご確認ください】http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/park/matanobettei/ 

 
◆現地の様子 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

◆内覧会について 

 29 年３月 26 日（日）午前 10 時より、関係者の皆さま向けの 

内覧会を実施します。現地取材をご希望の場合は、内覧会時に 

ご案内いたしますので、下記「環境創造局公園緑地整備課」ま 

で事前にご連絡ください。 

 

お問合せ先 

全面開園について   環境創造局公園緑地整備課長   藤田 辰一郎  Tel 045-671-2614 

歴史的建造物について 都市整備局都市デザイン室長   綱河 功    Tel 045-671-2009 

イベントについて   （公財）横浜市緑の協会管理課長 染川 正男   Tel 045-228-9432 

横浜市認定歴史的建造物について 

「歴史を生かしたまちづくり要綱」の規定により、以下の要件を

満たしたもので、保全すべき部位とその意匠・材料・色彩及び活

用方法等を「保全活用計画」として定めて、市長が認定します。 

（1） 歴史的建造物登録台帳に登録されたもののうち専門家によ

る調査により、特に価値があると判断されたもの。 

（2） 要綱により設置されている「歴史的景観保全委員」の意見を

聴きながら、所有者との協議のうえ、適切な保全活用計画が作

成されたもの。 

○俣野別邸と芝庭 ○外苑休憩棟と花壇 ○俣野別邸（２階展示室） 

＊よく晴れた日には富士山

を望むことができます。 

①４月１日（土）〜９日（日） 

②４月１日（土）13 時より 

③４月２日（日）10 時より 

フラワーアーティストによる俣野別邸内の特別装飾 

建築専門家等による俣野別邸の記念セミナーとピアノコンサート 

ピアノとソプラノボーカルによるコンサート 


